
まちねこ活動支援事業について 

 

１ 活動者の人数要件の緩和効果について 

 ○ 事業を開始した平成２２年度以降，着実にまちねこ活動の登録地域数を

増やし，野良猫の減少に取り組んできたところであるが，平成２７年７月

のマナー条例の施行に合わせ，さらなる事業の拡大を図るため，登録に当

たっての活動者の人数要件の緩和（管理する猫の頭数が１０頭未満の場合，

３名以上→２名以上）を行った。 

 ○ 登録要件の緩和を行った平成２７年度には，年間登録地域数が４３件と

なり，これまで登録に至らなかった地域が登録されるなど，要件緩和が登

録地域数の増加に効果があったものと考えられる。 
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２ 登録地域の活動状況 

 ○ 平成２９年１２月末時点における登録地域については，平成２２年度か

らの累計で２０２地域にのぼる。 

 ○ このうち，７０地域（３４．７％）については，既に活動を終了してお

り，現在も活動を継続している地域は，１３２地域（６５．３％）ある。 

 ○ 活動を終了している理由としては，管理するまちねこがいなくなったこ

とや，活動団体の解散などが理由として上げられる。 

 ○ 本市としては，地域の適切な活動継続に向け，引き続き，支援を進めて

いく。 



３ 猫の手術の状況 

 ○ 平成２８年度の手術頭数（１５９頭）は，平成２７年度（２０４頭）よ

りも，４５頭（２２％）減少した。 

 ○ まちねこの手術が進むとともに，未手術の猫がつかまりにくくなること

があるため，捕獲率の向上に向けた工夫が必要と考えられる。 

 ○ 本市としては，捕獲しやすい手法等を地域の住民に周知し，捕獲率の向

上を図る。 
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オス 41 50 56 107 90 88 67 43 

メス 53 79 94 103 90 116 92 55 

合計 94 129 150 210 180 204 159 98 

 


